	事業所名企画提案書（事業計画内容）


	参考資料


	

所在地
	〒　　　　－



ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：
メールアドレス：

	事業担当者
	

	派遣可能日
	□　月曜日　　□　火曜日　　□　水曜日　　□　木曜日　　□　金曜日
□　土曜日　　□　日曜日　　□　祝日

	年末年始の
派遣可能日
	□　１２月２９日　　　□　１２月３０日　　　□　１２月３１日
□　１月１日　　　　　□　１月２日　　　　　□　１月３日
□　年末年始の対応不可

	早朝夜間の対応
	□　午前７時３０分～８時の対応可
□　午後６時～午後７時の対応可
□　早朝夜間の対応不可

	事業実績
※　過去３年間の事業実績
	

	本市の指定する
研修の受講状況
（支援の方法、心肺蘇生法、個人情報の取扱い）
	①本市事業の対応ヘルパー数
	
	人

	
	①のうち、
研修を受講した人数
※いずれの研修も受講必須
	
	人

	
	①のうち、
同等の研修を受講した人数
	
	人

	ヘルパー数
※有資格者がいる場合
内訳を記載
	①本市事業の対応ヘルパー数
	
	人

	
	①のうち、
専任ヘルパー数
	
	人

	
	①のうち、
有資格者数

	
	人

	
	
	（内　訳）※ 対応ヘルパーの資格が複数ある場合は、どれか1つを選択
して記載してください。
訪問介護２級養成研修課程修了者　　　人
保健師　　　人　　・　　看護師　　　人　
助産師　　　人　　・　　保育士　　　人
その他　　　人（資格名：　　　　　　　　　　　　　）

	受託可能な事業
	□　育児支援ヘルパー派遣事業
□　第三子以降産前産後ヘルパー派遣事業
□　多胎児産前産後ヘルパー派遣事業
□　養育支援ヘルパー派遣事業

	提供可能なサービス
※それぞれの詳細は、仕様書の別添「支援内容の詳細」を参照
	家事支援
	□　食事の準備・後片付け
□　衣類の洗濯・補修
□　居住等の掃除・整理整頓
□　生活必需品の買い物
□　その他必要な家事支援
特記事項
※個別に支援できない内容がある、要相談により対応可な場合等、具体的に記載
例：食事の準備及び片付けは可能だが、調理は不可　など



	
	育児支援
	□　授乳・食事の介助
□　おむつ・衣類の交換
□　沐浴・入浴の介助
□　児童の兄弟（児童）の世話（保育園等の送迎を含む。）
□　その他必要な育児支援
特記事項
※個別に支援できない内容がある、要相談により対応可な場合等、具体的に記載
例：送迎は、正職員のみ対応可能なため、要相談　など



	育児支援の対象年齢
	□　生後０か月児から対応可能
□　子どもの月齢・年齢に上限や下限の年齢制限がある
※ 月齢に制限がある場合、対応可能な月齢を御記入ください。
記載例：生後６か月以上 　、　１歳０か月～小学校入学未満　　など




	サービス提供区域
	□　京都市全域
□　北　区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　上京区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　左京区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　中京区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　東山区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　山科区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　下京区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　南　区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　右京区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　西京区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　洛西支所（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　伏見区（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　深草支所（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　醍醐支所（□　全域　　□　一部：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※　左京区、右京区の全域は遠隔地（京北出張所管轄地は除く）も含みます。
※　行政区の一部対応の場合、対応可能地域を詳しく記載してください。

	訪問先への
主な交通手段
	



	項目
	内容

	①　事業理解
（本事業の趣旨の理解、
受託を希望する理由）
	

	②　子育て支援
（基本的な考え方や
今後の展望等）
	

	③　連携・相談の体制
　（本市との連携体制及び
相談の受付体制等）
	

	④　緊急時の対応
（ヘルパー派遣時の緊急時の連絡体制等）
	

	⑤　個人情報保護
　（個人情報保護の必要性や漏洩のリスク等の認識、対応方針等）
	

	⑥　管理体制
（運営上生じる問題等の検討や管理体制の構築等）
	

	⑦　特記事項等
	



